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●議事

（１）令和５年度国民健康保険税率の改正について（諮問事項）

令和４年１０月６日付けで、市長より国民健康保険税の改正について諮問があり、

野口国保年金課長より説明。

【資料１】に基づき国保制度改革の概要について説明。

国民健康保険制度は国民皆保険の基盤となる仕組みだが、平成２９年度までは市町

村が個別に運営していたが、「年齢が高く医療費水準が高い」、「低所得者が多い」、

「小規模保険者が多い」などの構造的な課題を抱えていた。これらを解決するため、

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」

が平成２７年５月２７日に成立。この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図

るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を

構築するため、医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化等の措置を講ずるも

ので、これにより平成３０年度から国民健康保険制度が改革されることになり、都道

府県が財政運営の責任主体として中心的な役割を担うこととなり、市町村は地域住民

と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業

等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされた。

市町村は、都道府県が決定した国保事業費納付金を納付することで、給付費に必要

な費用を全額、都道府県から交付され、都道府県は、市町村の事務の効率化・広域化

等を推進するため、国民健康保険の運営方針を定めることとされており、埼玉県で

も、県と市町村が共同運営する際の統一的な指針となる「埼玉県国民健康保険運営方

針」を策定し、市町村とともに国民健康保険の安定的な運営を図っている。

【資料２】に基づき。保険税水準の統一について説明。

対象期間が令和３年度から令和５年度となる「埼玉県国民健康保険運営方針（第２

期）」において、保険税水準の統一に対する定義などが規定されており、負担と受益

の公平性の観点から県内全ての市町村が同等の被保険者サービスや医療費適正化対策

に取り組む必要があるため直ちに統一することはせず、段階を踏んで課題解決に取り

組むとしている。

定義としては原則、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となることとしてお

り、統一の進め方としては、３段階に分けて進めるとしている。

第１段階として、令和６年度から、納付金の算定過程において医療費水準を反映し

ないほか、都道府県向けの公費を市町村単位ではなく県単位で計算し、市町村ごとの

納付金額は統一基準により算定することとしている。第２段階として、令和９年度か

ら収納率格差以外の項目を統一する準統一が予定されている。第３段階として、収納

率格差が一定程度まで縮小された時点で収納率格差を反映しない完全統一を実現する

としているが、統一年度については、今のところ未定となっている。

下段の表は、令和４年度の本市保険税率と県内の税率を統一する際の指標となる埼

玉県標準保険税率を比較したもので、所得割が、０．５３ポイント、均等割で、２

５，１１７円下回っている。

令和９年度には県内での保険税水準の準統一が控えていることから、それまでに標

準保険税率との較差を解消しなければならないが、被保険者に配慮し急激な負担増と

ならないよう、段階的に保険税率を改正する必要がある。

【資料３】に基づき、１人当たり保険税調定額及び国保事業費納付金の推移につい



て説明。

上段は、平成２２年度から令和３年度までの本市１人当たり、４０市平均１人当た

り、６３市町村平均１人当たり保険税調定額、及び本市順位の推移を掲載。本市は、

平成２３年度までは県内でも高い１人当たり調定額を維持していたが、平成２４年度

の資産割半減と平成２５年度から２方式課税に変更した影響で、県内でも低い１人当

たり調定額となっている。参考資料の国保の税率等改正の推移にもあるとおり、平成

２５年度の課税方式の変更から平成２９年度まで課税限度額以外の改正を行っていな

いため県内順位も低迷していたが、平成３０年度に約５％の税率改正を行った結果、

１人当たり調定額も増加し県内順位も上昇した。以後は令和４年度まで税率改正を行

っていないため、平成３０年度を境に県内順位は下降している。令和３年度の本市１

人当たり調定額は、４０市平均を１２，４５５円、６３市町村平均を１１，５９５円

下回っている。

下段は、平成３０年度から令和４年度までの本市の国保事業費納付金の推移を掲

載。令和２年度は、平成３０年度納付金の過多を全体の納付金の減算に活用したため

減少しているが、被保険者の高齢化や医療の高度化の影響で１人当たり納付金は増加

しており、総額の国保事業費納付金も増加している。

【資料４－１】及び【資料４－２】に基づき、国民健康保険事業特別会計将来推計

について説明。

資料４－１は、税率改正を毎年行わない場合の年度ごとの推計。納付金は過去の伸

び率等を参考に推計しており、激変緩和措置と医療費水準調整の終了により令和６年

度までは増加すると見込んでいる。また、令和７年度以降は、被保険者数の減少によ

り納付金も保険税も毎年減少すると見込んでいるが、１人当たり医療費は今後も伸び

ると予想されるため、税率改正を行わない場合、納付金と保険税の差は毎年拡大する

ものと考えられる。令和５年度予算では、歳入歳出の不足額が５億７，０４０万円と

なる。この不足額に対し、基金残高全額の４億２，８００万円を繰り入れるが、なお

も不足額が発生するため、不足額を法定外一般会計繰入金１億４，２４０万円で補填

することになる。同様に、令和６年度は、不足額が６億８，４４０万円となる。基金

繰入後の不足額４億８，４４０万円を法定外一般会計繰入金で補填することになり、

令和５年度からの累計の法定外一般会計繰入金は、６億２，６８０万円となる。令和

７・８年度も同様となり、多額な法定外一般会計繰入金は、一般会計を圧迫するとと

もに、その削減を県からも強く求められており、埼玉県国民健康保険運営方針の中で

も、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金は、削減・解消すべき赤字に定義されて

いる。

資料４－２は、３つの税率改正案ごとの国民健康保険事業特別会計の将来推計とな

る。改正案①は、令和５年度に医療分均等割７，０００円と介護分所得割０．２％の

税率改正を行うもの。税転換額は１億８，２００万円となる。令和５年度予算の不足

額は５億７，０４０万円となるので、税転換額を控除した３億８，８４０万円を基金

から補填することになる。補填後の基金残高は３，９６０万円となるが、前年度繰越

金から新たに２億円を積み立てるため、令和５年度末の基金残高は２億３，９６０万

円となり、令和６年度の不足額６億８，４４０万円の補填に全額を活用する。

改正案②は、令和５年度に医療分均等割８，０００円と介護分所得割０．２％の税

率改正を行うもの。税転換額は２億７００万円となる。令和５年度予算の不足額５億

７，０４０万円のうち、税転換額を控除した３億６，３４０万円を基金から補填する

もので、令和５年度末の基金残高は２億６，４６０万円となり、令和６年度の不足額

６億８，４４０万円の補填に全額を活用する。



改正案③は、令和５年度に医療分均等割９，５００円と介護分所得割０．２％の税

率改正を行うもの。税転換額は２億４，５００万円となる。令和５年度予算の不足額

５億７，０４０万円のうち、税転換額を控除した３億２，５４０万円を基金から補填

するもので、令和５年度末の基金残高は２億６，４６０万円となり、令和６年度の不

足額６億８，４４０万円の補填に全額を活用する。

令和５年度の税転換額が大きいほど、令和６年度の不足額の補填財源となる令和５

年度末基金残高も増えるため、令和６年度の税転換額が少なくなる。一方、令和５年

度の税転換額が小さいほど、令和６年度の不足額の補填財源となる令和５年度末基金

残高も減るため、令和６年度の税転換額が大きくなる。

【資料５】に基づき、税率改正のイメージについて説明。

本市の現行税率を令和５年度から令和８年度までの４年間で、県の標準保険税率に

近付けるものとなる。各年度の収支が赤字とならないよう、税率や税額を設定してい

る。改正案①では、令和５年度は１人当たり調定額を９４，６２５円と見込み、改正

率は６．０９％となっている。

令和６年度は１人当たり調定額を１０２，５８２円と見込み、改正率は８．４１％

となっている。令和６年度は、激変緩和措置や医療費水準調整の終了により、国保事

業費納付金がピークに達すると見込まれるため、改正率が令和５年度に比べ高くなっ

ている。

令和７年度は１人当たり調定額を１０４，２１８円と見込み、改正率は１．５９％

となっている。令和７年度以降は被保険者数の減少により、国保事業費納付金も減少

すると見込んでいる。

令和８年度は１０６，１９７円と見込み、改正率は１．９０％となっている。

【資料６】に基づき、税率改正案モデルケース別影響額について説明。

ケース①は、年金収入のみの単身世帯。令和３年度のデータでは、国保加入者のう

ち、介護分非該当の１人加入世帯の構成割合は３８．１％となっている。現行税率と

比較すると、改正案①で２，１００円、改正案②で２，４００円、改正案③で２，８

５０円の増額となる。

ケース②は、給与収入のみの単身世帯。令和３年度のデータでは、４０歳以上６５

歳未満の介護分が課税となる１人加入世帯の割合は１８．３％となっている。現行税

率と比較すると、改正案①で１０，８００円、改正案②で１１，８００円、改正案③

で１３，３００円の増額となる。

ケース③は、年金収入の２人世帯。令和３年度のデータでは、２人加入世帯の割合

は３３．７％となる。現行税率と比較すると、改正案①で７，０００円、改正案②で

８，０００円、改正案③で９，５００円の増額となる。

ケース④は、給与収入又は事業所得の３人世帯。令和３年度のデータでは、３人加

入世帯の割合は６．９％となる。現行税率と比較すると、改正案①で２６，１００

円、改正案②で２９，１００円、改正案③で３３，６００円の増額となる。

４つのモデルケース全てにおいて、改正案①の影響額が最も一番小さいことから、

事務局としては、改正案①が妥当であると考えている。改正案①よりも更に負担を抑

えた改正案についても、資料５下段【参考】にあるように検討したが、令和６年度の

改正率が１０％超となるため、検討対象から除外した。

令和９年度には保険税水準の準統一が控えており、本市の保険税率を段階的に改正

し、県の標準保険税率に近付ける必要があるため、被保険者の皆様には大変な負担増



となるが、今後も、国民健康保険制度を持続可能で安定した運営とするためには、税

率改正が喫緊の課題であり、負担を先送りせず早急に対応する必要がある。

《議長》

税率改正という難しい議題であるため、全員から意見を伺いたい。

《委員質疑》

諮問に対していつまでに答申をするのか。

《事務局回答》

税率改正の会議については本日と次回を考えており、次回の会議の中で答申案を協

議いただき、その後、会長、副会長から市長への答申という形を取らせていただきた

い。

《委員》

了解した。

事務局説明を受け、①の案でよいのではないかと思う。

《委員》

保険税水準の統一という至上の命題がある以上税率の改正はやむを得ないが、被保

険者の負担がなるべく少ない方がいいので、①の案でよいのではないか。

《委員質疑》

当市の国保加入世帯数はどれくらいなのか。

《事務局回答》

令和３年度末で、１６，２５９世帯、２５，３３０人。

《委員》

了解した。

①案でよいと思うが、国保制度に限ったことではないが、若年層の負担が多く高齢

層が恩恵に与るという仕組みがいかがかと。全世代平均的なところで定めていただけ

ればと、個人的な意見としてはある。

《委員質疑》

県の税率に近づけていくということは理解できるが、追いつかないということはな

いのか。

《事務局回答》

令和６年度が納付金のピークになると見込んでいる。従って、そこまでは標準保険

税率も上がる可能性はある。その後は、被保険者数の減少等もあり、標準保険税率も

若干下がるか高止まりになるのではないかと推測している。基本的に医療費が下がれ

ば納付金も減るため、標準保険税率も下がると思われる。

《委員》

先のことはわからないと思うがこの数値を目標としていいのか、という疑問があっ



たため確認した。

物価上昇については、昨今の世界情勢などの影響などで納得せざるを得ないような

明確な理由があるが、保険税の引き上げは、健康保険を利用しているものの、税率が

上がることは理解ができないという方は多いのでは。周知方法を工夫しないと、被保

険者の理解を得ることは難しいのではないか。

案としては、一番税率の低いところで収まってもらえればと思うので①案がよろし

いかと。

《事務局》

国保だより、リーフレット、広報誌、Twitter、ＬＩＮＥなど様々な媒体を用いて

周知を図っていきたい。

《委員》

持続可能な国民皆保険制度の維持や市町村格差解消のため、税率改正はやむを得な

い。税率が最も低く負担の少ない①案でよいのではないか。

コロナ渦で、慢性疾患などの受診が必要な方の受診離れが顕著。そういった方の負

担増とならない制度設計ができるといいのだが。

《委員》

制度の持続可能な維持や段階的に上げていくという観点からも①案がいいのでは。

他の方からも出たが、ＰＲの仕方を工夫していただきたい。

《委員》

①案が妥当であるかと思う。

《委員質疑》

改正案①で一般会計からの繰入金がゼロになるという理解でよいか。

１人当たり調定額が多い市は税率改正を行わなくても大丈夫なのか。

《事務局回答》

ご指摘のとおり、こちらの案で一般会計からの繰入金はゼロとなる。

また、１人当たり調定額が高い要素としては、若年世代が多い、所得水準が高い等

の理由が考えられるが、県内の標準保険税率に達している市町村はないため、全市町

村が準統一に向けて標準保険税率近づけるため税率改正は必須であると思われる。

《委員質疑》

基金の余裕はいかがか。

改正案としては、最も負担の少ない①案でよいかと思う。

《事務局回答》

令和４年末基金残高としては、４億２，８００万円。

《委員》

他の方の意見と同じく、①案でよいのでは。

医療費の高騰というのが税率改正の要因のひとつとしてあるのかなと思われるので

今後は、医療費抑制であるとか保険税を抑える仕組みづくりが大事になってくるので



はないか。

《事務局》

特定健診の受診勧奨や、糖尿病性腎症重症化予防などの保健事業を引き続き行い、

医療費抑制に努めていきたい。

《委員質疑》

①案で令和７，８年度の引き上げ幅を見ると準統一に向けて前倒しで上げているよ

うに見えるが、将来的に医療費が上がることを想定した上で作成したものか。

《事務局回答》

お見込みのとおり納付金のピークを考慮して、前倒しして作成している。

《委員》

①案は他の案と比較し、令和６年度に税率が高くなっているように見える。皆さん

の言うとおり①案でもよいのだが、平準化している②案がいいのではないかと。

《事務局》

令和５年度の標準保険税率も出ていないため、今後の納付金についても不透明な状

況である。今年度については、極力負担を抑えるいうことで作成した。毎年、新たな

標準保険税率が出た段階で税率改正については改めて検討していく。

《委員》

保険財政の安定のため引き上げざるを得ない状況であるかと思う。①案でよいので

はないか。

《議長》

全員から意見をいただき、これを受け引き続き次回の協議会で審議していきたい。

（２）その他

事務局より連絡事項。次回の運営協議会は１０月２０日に開催。

閉会

（会議時間 ８５分）
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